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【投資者に対する注意事項】 

１ TOKYO PRO Market は、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んで

いる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Market の上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示

基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投

資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、

第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する必要があります。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下、「法」という。）第

21 条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）を

いう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第 27 条の 34 にお

いて準用する法第 22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けて

いることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の

申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。

また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかか

わらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

 

３ TOKYO PRO Market における取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品

市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Market においては、J-

Adviser が重要な役割を担います。TOKYO PRO Market の上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場

規程の特例（以下、「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動する J-Adviser を選任する必

要があります。J-Adviser の役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマ

ネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられ

る TOKYO PRO Market に係る諸規則に留意する必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若し

くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みます

が、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一

切の責任を負いません。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

回次 第 83期（中間） 第 84期（中間） 第 82期 第 83期 

会計期間 
自 2024年 10月１日  
至 2025年３月 31日 

自 2025年 10月１日  
至 2026年３月 31日 

自 2023年 10月１日  
至 2024年９月 30日 

自 2024年 10月１日  
至 2025年９月 30日 

売上高 (千円) 2,151,142 2,149,533 3,995,722 4,331,539 

経常利益 (千円) 198,776 169,203 210,206 341,879 

中間（当期）純利益 (千円) 136,453 123,311 133,376 258,099 

持分法を適用した場合の投資利

益 
(千円) － － － － 

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 

発行済株式総数 (株) 310,000 310,000 310,000 310,000 

純資産額 (千円) 1,296,149 1,463,606 1,221,695 1,386,795 

総資産額 (千円) 4,498,389 4,547,955 4,532,385 4,490,138 

１株当たり配当額 (円) 100 100 200 250 

１株当たり中間（当期）純利益 (円) 440.17 397.78 430.25 832.58 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益 
(円) － － － － 

自己資本比率 (％) 28.8 32.2 27.0 30.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 328,595 263,181 329,135 605,636 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △140,581 △182,728 △294,352 △ 352,955 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △226,585 △8,103 28,514 △ 330,200 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 
(千円) 353,366 386,768 391,939 314,419 

従業員数 (名) 180 187 185 191 

（注） １．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員数であります。 

４．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 
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２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業について重要な変更はありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

４ 【従業員の状況】 

（１）発行者の状況 

2026年３月 31日現在 

従業員数（名） 

187〔 

（注）１．従業員数は就業人員数であります。 

２．当社は包材の製造及び包装の受託並びにこれら付帯業務（以下、「包材製造・受託包装」という。）の単一 

セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

  

（２）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 
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第３ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（１）業績 

当中間会計期間（2025年 10月１日～2026年３月 31日）における当社の外部環境及び内部環境は、以下のとおりでし

た。 

【政治】 日本初の女性首相が率いる高市政権（自由民主党）が発足し、連立の枠組みも公明党から日本維新の会へ

と大転換が行われました。その後、衆議院の解散選挙では歴史的な大勝となったものの、参議院は少数与党の為、新

年度の予算成立は難航しています。尚、高市首相は２度の日米首脳会談を行い、米国との関係構築を良好に発展させ

ました。一方、米国のトランプ大統領（共和党）はベネズエラとイランに対して軍事行動に踏み切った他、ロシアに

よるウクライナ侵攻も長期化しており、世界的な地政学的リスクが増大しています。 

 

【経済】 日米の金利差が縮まらない事や、日本経済の相対的な成長力に対する見方などから円安傾向が長期化して

おり、日本の大手輸出関連企業の業績は好調を維持しています。こうした中、高市政権への期待感や日米協力による

投資の進展、海外投資家からの評価の高まりを背景に、日経平均株価が２月に最高値を記録しました。一方で、輸入

関連では消費者への価格転嫁が避けられず、イランを中心とした中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇もあり、日

本の経済状況は一様に回復しているとは言い切れない状況が続いています。 

 

【社会】 国内の最低賃金が過去最大の上げ幅で改定されている他、人手不足を起因とした賃上げが大手企業だけで

なく中小企業においても広がりを見せた為、実質賃金はプラスに転じました。しかし、これまでの物価上昇の影響で

生活負担感は依然として強い状況にあり、税金や社会保険料への不満が高まっている他、不法残留者による治安悪化

を危惧する声も高まっており、高市政権の対応に注目が集まっています。一方で、インバウンド需要については日中

関係の変化によって中国からの旅行客が激減したものの、他国からの旅行客は増加しており、オーバーツーリズムの

状況自体に大きな変化は見られません。 

 

【技術】 各国でのＡＩ技術の成長が著しく、様々な品質、価格、種類が発表され続けています。文章や画像の生成

ばかりが目立ってはいますが、検査や検品など製造業への活用に期待が高まっており、日本の省力化・省人化に寄与

するものと思われます。また、再生医療分野の進展により、医薬品業界においても創薬プロセスの効率化や新たな治

療法の実用化が進む可能性が注目されています。 

 

【市場】 当社が包材（印刷紙器）を販売する主要顧客は「医療用医薬品（処方箋薬）」「一般用医薬品（ＯＴＣ

薬）」「健康食品」の３つの市場に分類されますが、円安による原薬等の輸入品の高騰に加え、人手不足による生産

性鈍化に苦慮しているように見受けられます。 

特に、医療用医薬品（処方箋薬）では度重なる薬価低減が薄利を招き、不採算な商品の整理が進んでいます。一方で、

一般用医薬品（ＯＴＣ薬）は処方箋不要の気軽さもあり COVID-19パンデミック以降も風邪薬等の売行きが堅調である

ものの、足元では在庫水準の上昇もあり、今後の大幅な伸びは限定的とみられます。また、健康食品市場ではスポー

ツ栄養補助食品においてプロテイン等の売行きが良くなっている他、男性向け美容分野等のアンチエイジング関連商

品も成長を続けています。 

 

【競合】 当社は、医薬品等の衛生度を求める高付加価値な包材（印刷紙器）を製造する業界に属しますが、競合内

のリーディングカンパニーの国内シェアは約 40％と安定しており、国外での成長へと舵を切り始めました。その他の

競合では人手不足によって納期が長期化しており成長の鈍化が見られ、顧客への価格転嫁が難航している例が散見さ

れます。一部で低価格戦略を取る競合もありますが、財務体力から考えるとその影響度は限定的です。なお、参入障

壁の高さから目立った新規参入は無いものの、新薬開発の停滞などにより従来の印刷需要が減少した既存競合が、当

社が得意とするジェネリック医薬品の包材に参入する動きもみられます。また、代替品については通販用としてアル

ミパウチの需要が増え始めています。 

このような環境下において、ＱＣＤのうちＤ（納期）対応の有無が成功要因と言え、加えて顧客起点で思考した課題

解決の提供がより一層重要となっています。 

 

【自社】 製造ラインの増設による増産体制の強化、製造オペレーションの改善や製造マシン自体の開発による省力
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化を計画通り進めることで、納期遅延の防止や安定供給を維持しており、医療用医薬品（処方箋薬）の商品整理が始

まっている中でも堅調な売上を維持しております。また、一般用医薬品（ＯＴＣ薬）市場も含め受注が大ロット化し、

より生産性が高まりました。さらに、医薬品向け受託包装の設備導入や承認、監査が整ったことで、健康食品だけで

なく一般用医薬品（ＯＴＣ薬）の受託包装の受注も始まり、新規領域での売上拡大が進んでいます。同時にアルミパ

ウチの研究も進めているほか、販売部門の対応の良さにより、顧客からの信頼を厚くしています。  

また、医薬品関連産業においては高品質と安定供給が重要であり、それらを支えるイノベーション人材こそが競争優

位性の源泉であると当社は考えています。故に、当事業年度において賃金水準の引上げを実施し、従業員の成長意欲

を高めながら企業価値向上に努めています。 

 

これらの結果、売上高は 2,149 百万円（前年同期比 0.1％減）、営業利益は 158 百万円（前年同期比 15.7％減）、経

常利益は 169百万円（前年同期比 14.9％減）、中間純利益は 123百万円（前年同期比 9.6％減）となりました。 

前期実績は、製品構成の一時的な変化により利益が押し上げられておりました。一方、当期は、従業員処遇の改善及

び中長期的な成長基盤の強化を目的とした賃上げに伴い、人件費が増加しております。このため、当期業績は前年同

期比で減益となりました。 

なお、前期の特殊要因を除いたベースでは、業績は概ね堅調に推移しております。また、賃上げ施策は、人材の確

保・定着や生産性向上を通じて、中長期的な企業価値向上につながるものと考えております。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は 386 百万円となり、前事業年度

末に比べ 72百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は 263 百万円となりました。これは主に税引前中間純利益、減価償却費によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は 182 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は８百万円となりました。これは主に借入れによる収入により増加した一方で、長期

借入金の返済による支出、配当金の支払により減少したものです。 

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当中間会計期間における生産実績を示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

包材製造・受託包装  1,469,482  102.9 

合計  1,469,482  102.9 

 

（２）受注実績 

当中間会計期間における受注実績を示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

包材製造・受託包装  2,328,160  105.9 262,877  97.4 

合計  2,328,160  105.9  262,877  97.4 

（注）金額は、販売価格によっております。 
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（３）販売実績 

当中間会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

包材製造・受託包装  2,149,533  99.9 

合計  2,149,533  99.9 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

相手先 
 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 
 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

至 2026年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

日医工株式会社 294,818 13.7 257,472  12.0 

２．割合が 10％未満の相手先については記載しておりません。 

 

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 

４ 【事業等のリスク】 

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の発行者情報に記載した事業等のリスクに

ついての重要な変更はありません。 

 

５ 【重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

６ 【研究開発活動】 

当中間会計期間における研究開発費の総額は 6,673千円となっております。 

当社は現在、製造工程全般における省力化と一次包装技術を主として研究開発活動を行っておりますが、今後は研究

開発費を増加して更に積極的に研究開発を継続しつつも、小さなコストで大きな成果を挙げられるよう、効率的な活

動を目指してまいります。 
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第４ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

 

（２）重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．完成後の増加能力については現段階での量的換算が困難であり、記載を省略しております。 

 

事業所名 

(所在地) 

セグメント

の名称 
設備の内容 

投資額 

（千円） 
完了年月 完成後の増加能力 

富山本社（富山県

中新川郡立山町） 

包材製造・ 

受託包装 
包材製造設備 88,482 2026年１月 ― 
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第５ 【発行者の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名の

別、額面・無額

面の別及び種類 

発行可能 

株式総数 

（株） 

未発行 

株式数 

（株） 

中間会計期間末現在 

発行数 

（株） 

(2026年３月 31日) 

公表日現在 

発行数 

（株） 

(2026年６月 15日) 

上場金融商品取 

引所名又は登録 

認可金融商品取 

引業協会名   

内容 

普通株式 1,240,000 930,000 310,000 310,000 

東京証券取引所

（TOKYO PRO 

Market） 

単元株式数 

100株 

計 1,240,000 930,000 310,000 310,000 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【MSCB等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式総

数増減数

（株） 

発行済株式総

数残高 

（株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金増

減額 

（千円） 

資本準備金残高 

（千円） 

2025年 10月１日 

～ 

2026年３月 31日 

－ 310,000 － 100,000 － 55,000 

 

（６）【大株主の状況】 

2026年３月 31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株式総数に対する 

所有株式数の割合

（％） 

楠 流維 富山県富山市 166,200 53.61 

楠 行博 富山県富山市 51,500 16.61 

稲井田 勝 富山県富山市 31,400 10.13 

日医工株式会社 富山県富山市総曲輪１丁目６番 21 24,000 7.74 

王子マテリア株式会社 東京都中央区銀座５丁目 12番８ 20,000 6.45 

楠 晴行 茨城県土浦市 2,600 0.84 

酒井 博行 富山県富山市 2,000 0.65 

堀田 篤志 富山県富山市 1,400 0.45 

高沼 美昭 富山県富山市 1,000 0.32 

佐伯 浩一 富山県富山市 1,000 0.32 

計 － 301,100 97.13 
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（７）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

2026年３月 31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   310,000 3,100 単元株式数は 100株であります。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 普通株式   310,000 － － 

総株主の議決権 － 3,100 － 

 

②【自己株式等】 

  該当事項はありません。 

 

２ 【株価の推移】 

（１）最近３年間の事業年度別最高・最低株価 

回次 第 82期 

決算年月 2024年９月 

最高（円） 1,250 

最低（円） 1,250 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。 

２．当社株式は、2024 年６月 27 日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。それ以前の株

価について該当事項はありません。また、第 83 期及び第 84 期については、当社株式の売買実績が無いため

記載しておりません。 

 

（２）最近６月間の月別最高・最低株価 

月別 2025年 10月 2025年 11月 2025年 12月 2026年１月 2026年２月 2026年３月 

最高（円） － － － － － － 

最低（円） － － － － － － 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。 

２．2025年 10月から 2026年３月については、売買実績がないため記載しておりません。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の発行者情報公表日後、当中間発行者情報公表日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第６ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第 59号）に基

づいて作成しております。当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。 

 

（２）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行

規則」第 116 条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128 条第３項の

規定に基づき、当中間会計期間（2025 年 10 月１日から 2026 年３月 31 日まで）の中間財務諸表について、ОＡ

Ｇ監査法人による期中レビューを受けております。 

 

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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【中間財務諸表等】 

（１）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2025年９月30日） 

当中間会計期間 

（2026年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 314,419 386,768 

受取手形 ※ 1,050 ※ 5,892 

電子記録債権 ※ 138,895 ※ 200,208 

売掛金 703,138 566,992 

商品及び製品 146,331 176,865 

仕掛品 79,010 66,247 

原材料及び貯蔵品 166,717 197,425 

前払費用 11,683 14,080 

その他 7,027 7,117 

貸倒引当金 △840 △620 

流動資産合計 1,567,434 1,620,978 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,195,180 1,154,213 

構築物（純額） 92,170 89,350 

機械及び装置（純額） 806,712 846,935 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品（純額） 53,823 54,779 

土地 620,429 620,429 

リース資産（純額） 4,424 3,603 

建設仮勘定 8,010 4,510 

有形固定資産合計 2,780,752 2,773,822 

無形固定資産   

ソフトウェア 72,909 71,807 

ソフトウェア仮勘定 31,177 32,664 

無形固定資産合計 104,087 104,471 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,416 5,876 

出資金 19,360 17,360 

従業員に対する長期貸付金 － 180 

長期前払費用 9,249 18,489 

その他 6,838 6,776 

投資その他の資産合計 37,864 48,682 

固定資産合計 2,922,704 2,926,976 

資産合計 4,490,138 4,547,955 
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  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2025年９月30日） 

当中間会計期間 

（2026年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

電子記録債務 160,419 162,227 

買掛金 230,639 205,594 

短期借入金 － 150,000 

１年内返済予定の長期借入金 470,838 470,749 

リース債務 1,805 1,805 

未払金 31,732 25,950 

未払費用 157,167 155,012 

未払法人税等 61,572 55,906 

未払消費税等 24,901 22,486 

その他 96,110 81,934 

流動負債合計 1,235,187 1,331,667 

固定負債   

長期借入金 1,795,302 1,684,690 

リース債務 3,061 2,158 

繰延税金負債 69,792 65,833 

固定負債合計 1,868,156 1,752,681 

負債合計 3,103,343 3,084,348 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000 

資本剰余金 55,000 55,000 

利益剰余金 1,231,795 1,308,606 

株主資本合計 1,386,795 1,463,606 

純資産合計 1,386,795 1,463,606 

負債純資産合計 4,490,138 4,547,955 
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②【中間損益計算書】 

  （単位：千円） 

 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

  至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

  至 2026年３月31日） 

売上高 2,151,142 2,149,533 

売上原価 1,646,383 1,672,531 

売上総利益 504,758 477,002 

販売費及び一般管理費 ※ 316,824 ※ 318,643 

営業利益 187,934 158,358 

営業外収益   

受取利息 － 28 

作業くず売却益 18,001 18,544 

雑収入 2,206 2,447 

営業外収益合計 20,208 21,019 

営業外費用   

減価償却費 1,420 1,382 

支払利息 6,363 7,235 

手形譲渡損 1,401 1,333 

雑損失 180 223 

営業外費用合計 9,365 10,175 

経常利益 198,776 169,203 

特別利益   

固定資産売却益 － 9 

助成金収入 3,387 6,481 

投資有価証券売却益 279 － 

特別利益合計 3,666 6,491 

特別損失   

固定資産除売却損 5 125 

特別損失合計 5 125 

税引前中間純利益 202,437 175,568 

法人税、住民税及び事業税 72,834 56,216 

法人税等調整額 △6,850 △3,959 

法人税等合計 65,984 52,257 

中間純利益 136,453 123,311 
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  （単位：千円） 

 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

至 2026年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 202,437 175,568 

減価償却費 173,171 180,550 

助成金収入 △3,387 △6,481 

固定資産除売却損益（△は益） 5 115 

投資有価証券売却損益（△は益） △279 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △220 

受取利息 － △28 

支払利息 6,363 7,235 

売上債権の増減額（△は増加） △27,371 69,991 

棚卸資産の増減額（△は増加） △29,277 △48,479 

仕入債務の増減額（△は減少） 24,447 △23,237 

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,180 △2,414 

その他 42,999 △26,810 

小計 399,290 325,790 

利息の受取額 － 28 

利息の支払額 △6,363 △7,235 

助成金の受入れによる収入 3,387 6,481 

法人税等の支払額 △67,718 △61,882 

営業活動によるキャッシュ・フロー 328,595 263,181 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △122,769 △166,690 

無形固定資産の取得による支出 △19,093 △15,905 

有形固定資産の売却による収入 － 9 

投資有価証券の取得による支出 － △3,460 

投資有価証券の売却による収入 692 － 

出資金の回収による収入 － 2,000 

その他 590 1,318 

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,581 △182,728 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △22,400 150,000 

長期借入れによる収入 108,000 135,000 

長期借入金の返済による支出 △248,491 △245,701 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,694 △902 

配当金の支払額 △62,000 △46,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,585 △8,103 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,572 72,349 

現金及び現金同等物の期首残高 391,939 314,419 

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 353,366 ※ 386,768 
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【注記事項】 

（中間貸借対照表関係） 

※ 受取手形割引高及び電子記録債権割引高 

 
前事業年度 

（2025年９月30日） 

当中間会計期間 

（2026年３月31日） 

受取手形割引高 26,341千円   7,181千円  

電子記録債権割引高  610,409千円   316,920千円  

計  636,750千円   324,102千円  

 

（中間損益計算書関係） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

至 2026年３月31日） 

給料手当及び賞与 139,790千円 130,960千円 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで 

あります。 

 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

至 2026年３月31日） 

現金及び預金勘定 353,366千円 386,768千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 － － 

現金及び現金同等物 353,366千円 386,768千円 

 

（株主資本等関係） 

前中間会計期間（自 2024年 10月１日 至 2025年３月 31日） 

（１）配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 
配当の

原資 

2024年 12月 23日 

定時株主総会 
普通株式 62,000 200 2024年９月 30日 2024年 12月 24日 

利益剰

余金 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 
配当の

原資 

2025年５月 12日 

取締役会 
普通株式 31,000 100 2025年３月 31日 2025年６月 10日 

利益剰

余金 
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当中間会計期間（自 2025年 10月１日 至 2026年３月 31日） 

（１）配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 
配当の

原資 

2025年 12月 22日 

定時株主総会 
普通株式 46,500 150 2025年９月 30日 2025年 12月 23日 

利益剰

余金 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 
配当の

原資 

2026年５月 11日 

取締役会 
普通株式 31,000 100 2026年３月 31日 2026年６月 16日 

利益剰

余金 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社は、包材製造・受託包装事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

前中間会計期間（自 2024年 10月１日 至 2025年３月 31日） 

当社は、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益

を分解した情報は、以下のとおりであります。 

（単位：千円） 

 包材製造・受託包装事業 

主要な財又はサービスのライン  

 包材製造 2,130,657 

 受託包装 20,485 

顧客との契約から生じる収益 2,151,142 

その他の収益 － 

外部顧客への売上高 2,151,142 

 

当中間会計期間（自 2025年 10月１日 至 2026年３月 31日） 

当社は、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益

を分解した情報は、以下のとおりであります。 

（単位：千円） 

 包材製造・受託包装事業 

主要な財又はサービスのライン  

 包材製造  2,095,689  

 受託包装  53,844  

顧客との契約から生じる収益  2,149,533  

その他の収益  -  

外部顧客への売上高  2,149,533  
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（１株当たり情報） 

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 2024年10月１日 

至 2025年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 2025年10月１日 

至 2026年３月31日） 

１株当たり中間純利益 440円 17銭 397円 78銭 

（算定上の基礎）   

中間純利益(千円) 136,453 123,311 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る中間純利益(千円) 136,453 123,311 

普通株式の期中平均株式数(株) 310,000 310,000 

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（２）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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 第二部 【特別情報】 

 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 



独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書 

2026 年６月４日 

株式会社タイヨーパッケージ 
取締役会 御中 

ＯＡＧ監査法人 

  東京都千代田区 

 

指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士    今 井 基 喜 

指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士    田 中 荘 治 

 

 

監査人の結論 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 128

条第 3 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タイヨーパッケージの 2025 年 10

月 1 日から 2026 年９月 30 日までの第 84 期事業年度の中間会計期間（2025 年 10 月 1 日から 2026 年 3 月

31 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロ

ー計算書及び注記について期中レビューを行った。 

 当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タイヨーパッケージの 2026 年 3 月 31 日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビ

ューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにお

ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。 



 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。 

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立

場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビュー

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他

の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国

において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせ

る事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否

定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための

対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して

いる場合はその内容について報告を行う。 

 利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

 

以  上 

（注）上記の期中レビュー報告書の原本は当社（中間発行者情報提出会社）が別途保管しております。 


